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広島県公安委員会告示第29号

指定講習機関に関する規則（平成２年国家公安委員会規則第１号）第４条第１項の規定に

より，指定講習機関である財団法人広島県交通安全協会から次のとおり事務所の名称の変更

について届出があったので，同条第２項の規定により公示する。

平成20年４月１日

広島県公安委員会

委員長 神 谷 ゆ か り

１ 変更の内容

新名称 財団法人広島県安全協会福山事務所

旧名称 広島県福山自動車学校

２ 変更年月日

平成20年４月１日


